
山屋セミナーハウス施設等使用料（令和７年４月１日～） 
 
◎施設使用料 

区分  

使用料（１時間につき） 

９時～21時（屋外運動場

は９時～19時） 

研修室 

（一室につき） 

市内の小中学生 無料 

高校生及び市外の小中学生 ９０円 

一般 １９０円 

多目的ホール 

市内の小中学生 無料 

高校生及び市外の小中学生 １５０円 

一般 ３１０円 

屋内運動場 

市内の小中学生 無料 

高校生及び市外の小中学生 ２４０円 

一般 ４８０円 

屋外運動場 

市内の小中学生 無料 

高校生及び市外の小中学生 ５０円 

一般 １００円 

 

◎宿泊使用料 

区分 使用の単位 市内の利用者 市外の利用者  

小学生及び中学生 

１人１泊につき  

無料 ３４０円 

高校生 ２２０円 ３４０円 

一般 ９１０円 １，１３０円 

 

◎冷暖房使用料 

区分 
使用料（１時間につき） 

９時～21時 

冷 房 
研修室 １５０円 

多目的ホール ２６０円 

暖 房 

研修室 １８０円 

多目的ホール ３４０円 

屋内運動場 角型赤外線暖房機 １台につき３００円  

 

備考  

１ シーツ等クリーニング代については、実費を徴収する。  

２ 「市内の利用者」とは、小学生及び中学生の区分に適用する場合にあっては、市

内の小中学生をいい、高校生の区分に適用する場合にあっては、市内の高校に通学

し、又は市外の高校に通学し、かつ、市内に居住する高校生（次項において「市内

の高校生」という。）をいい、一般の区分に適用する場合にあっては、市内に居住

する者をいう。 

３ 「市外の利用者」とは、小学生及び中学生の区分に適用する場合にあっては、市

外の小中学生をいい、高校生の区分に適用する場合にあっては、市内の高校生以外

の高校生をいい、一般の区分に適用する場合にあっては、市外に居住する者をいう。  


